
 

 

東大阪都市清掃施設組合公告第１号 

 

次の物件における契約を制限付き一般競争入札の方法により締結するので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

 

令和６年１２月１３日 

東大阪都市清掃施設組合 

管 理 者 野 田 義 和 

 

 

 

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件名        令和７年度 東大阪都市清掃施設組合発電電力売却 

（２）履行場所      東大阪市水走４丁目６番２５号  東大阪都市清掃施設組合 

（３）売却期間      令和７年４月１日０時 から 令和８年３月３１日２４時まで 

（４）予定売却電力量   ３４，３８８，２２０ｋＷｈ（非再生可能エネルギー電気相当電力量） 

（５）契約の種類     単価契約 

（６）入札方法      制限付き一般競争入札（郵便入札） 

入札に当たっては、区分・時間帯別の予定売却電力量に対し、それぞれ

の料金単価を乗じて算定した年間の合計金額で入札を行うものとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

次に掲げる要件全てに該当し、本組合の一般競争入札参加資格審査にてその資格を認められた

者は入札に参加することができる。 

（１） 東大阪都市清掃施設組合における令和６・７・８年度の入札参加有資格者名簿の「物品・役

務」において、【種目番号 101 電力の売買】を希望している者。 

※なお、入札参加有資格者でない者、または入札参加有資格者で上記種目を希望していな

い者は、本入札の受付期間中 【種目番号 101 電力の売買】のみ追加受付するので、下

記アドレスへ連絡すること。 （メールにより入札参加資格申請書類を送付します） 

メール：hsknyusatsu@higashiosaka-toshiseisou.or.jp 

 

（２）令和６年３月３１日までの間で、地方公共団体（地方自治法第 1 条の 3）の一般廃棄物焼却施

設（ごみ焼却）における余剰電力の売却に関し、1 件で 1 年以上の買受実績を有する者であるこ

と。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（４）入札に参加する者に必要な資格の審査申請受付期間の最終日から開札の日までの間に、東大

阪都市清掃施設組合指名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 

（５）電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 2 条第 1 項第 3 号の規定に基づく小売電気事業者 

として登録を受けた者、又は登録申請が完了している者。ただし、登録申請が完了している者は、

入札までに小売電気事業者として登録を受けること。 

（６）会社更生法による更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続

開始の申立がなされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状態が著しく不健全な者

でないこと。 

（７）供給期間の開始日までに体制を整備できる者であること。 

（８）事故発生時等に緊急対応可能な体制を整備できる者であること。 

（９）次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認められない。 

 ア 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ）と子会社（会社法

第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ）の関係にある者 

イ 親会社を同じくする子会社同士の者 



 

 

 ウ 一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ）が、他方の会社の役員を現に兼ねて

いる者 

 エ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４

条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者 

 

３ 契約条項を示す場所及び日時 

（１） 日  時   令和６年１２月１３日（金） 

（２） 場  所   東大阪市水走４－６－２５ 

東大阪都市清掃施設組合 総務室管財係 

             ※同日中に当組合ホームページにも掲載する。 

ホームページアドレス https://higashiosaka-toshiseisou.or.jp/ 

 

４ 一般競争入札参加申請書の提出 

（１） 提出期限   令和７年１月８日（水）１６時００分まで 

（２） 提 出 先   東大阪市水走４丁目６番２５号 東大阪都市清掃施設組合  

       第四工場 管理棟２階 総務室管財係 

（３） 提出方法   書留（簡易・一般）等により郵送 ※郵送のみ受付 

（４） 提出書類  「入札説明書」に記載のとおり 

 

５ 開札の日時及び場所（郵便入札） 

（１） 日  時   令和７年１月２２日（水） １０時００分 

（２） 場  所   東大阪市水走４丁目６番２５号 東大阪都市清掃施設組合 

     第四工場 管理棟４階大会議室 

 

６ 入札保証金等 

（１） 入札保証金  免除 

（２） 契約保証金     

契約単価に予定売却電力量を乗じて得た額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を納付

しなければならない。ただし、債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保

険契約（保険金額は契約単価に予定売却電力量を乗じて得た額の 100 分の 10 以上）を締

結し、当該契約保証保険に係る保険証書を提出したときは免除とする。 

 

７ 入札の無効に関する事項 

次の場合に該当する入札は無効とする。 

(１) 入札参加資格のない者が行った入札 

(２) 入札書が指定の日時までに指定の場所に提出され、又は到着しなかった入札 

(３) 入札金額の訂正された入札 

(４) 入札者又はその代理人が同一事項について、２通以上行った入札又はこれらの者がさら

に他の者を代理して行った入札 

(５) 不正行為によってなされたと認められる入札 

(６) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額

が所定の額に達していない入札 

(７) 入札書に入札金額及び入札者の記名押印のない入札、又はこれらが明確でない入札 

(８) 委任状を提出しないで代理人が行った入札 

(９) 前各号のほか、入札に関する条件に違反した入札 

 

８ その他 

（１） 詳細は入札説明書による。 

（２） 入札参加者は、入札書類等の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承認

したものとみなす。 

（３） 応募に際し、入札に係る費用はすべて入札参加者の負担とする。 


